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議決責任と議員間討議
　１　議決責任　

　　⑴　立法趣旨  

　　　・　議会基本条例に「議決責任」を明記

　　　　　→　説明責任を媒介として、政治的・道義的な議決責任を規定しようとするものである。

    ⑵　議決責任の規定による効果

　

　　・　議決の主体、議決に係る説明の主体

　　　　　議決の主体は議会。（議員が主体となる表決とは異なる）

　　　　　議決責任に関する説明の主体は議会。（主語は議会。「議会は、・・・・・」）

　　　　　⇒　議決結果だけでなく、審査経過～最終的な議決結果まで説明（議員間討議の必要性）

　２　議員間討議　

　　⑴　議員間討議の意義

　　　①　制度上の位置付け（議会基本条例における規定）

　前文、第３条（議会の活動原則）、第12条（議員間の討議による合意形成）

　　　②　基本的考え

・　議員間討議を必要性の問題として認識

　会津若松市議会では、どういうメリットがあるのかという有効性の観点からの議論では

なく、必要があるから行うという必要性の問題としての認識を重要視している。

⇒　理論的な面

　・　討論の広場としての議会における本来的な必要性

　・　首長との関係からくる必要性

　・　論点、争点の明確化による市民世論喚起の視点における必要性　　　　　　

　　　　　⇒　制度的な面

　　　　　　・　従前のような説明員に対する質疑を中心とする審議、審査では、その議決に係る説

明責任が十分に果たせない。よって議員間討議を行う必要がある。　

・　説明責任をつくすための議員間討議のあり方

　ある議案について、論点を抽出し、整理した上で、それに基づいて審査（質疑）を行う

必要がある。

　そして、委員だけで議論し、委員会全体としては、どこまでを合意点として確認し、合

意に至らず最後まで争点として残った点も明らかにする。

　その上で最終的には、表決に付し、委員会としての議決結果を得る。

　このように、論点を明確にしながら議員間討議を行い、合意点と合意に至らなかった点

とを明らかにすることができてはじめて、「委員会を主語としながら、なぜ４対３という

議決結果になったのか」を説明することができる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　議決責任（第８条）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明責任（第５条第１項）　　　　　　第１段階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　議員間討議（第12条）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　　問題分析（政策討論会）（第13条）

　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　課題設定（広報広聴委員会）（第６条）　　　　　　　第２段階

　　　　　　　　　　↓

　　問題発見（市民との意見交換会）（第５条第５～７項）
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　　　　・　議員間討議を適切に進めるための条件整備

　委員会開会までの、各委員個々の議案調査のほか、各委員が議案ごとの論点を持ち寄り、

意見交換し、「委員会としての共通論点」の抽出と一定の整理を行う。

　この事前準備の可否及び良否が、実際には議員間討議の可否及び良否を左右する。その

意味において、ここに現実的な課題がある。

　なお、議員間で争点が全く生じない場合は、制度上は、議員間討議を行う余地はないと

考える。ただし、後日の説明に耐えられるだけの最小限の議論を通じた確認はなされてい

ることが必要である。

　　　　　　　　　　●質疑　…　議員が当局（議案提出者）に対して、疑義をただすもの
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　議員　　　質問　　　　当局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　●討論　…　表決の前に議案等に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　議員　　賛否の意見開陳　　　他の議員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　⇒　質疑にしろ討論にしろ一方通行的なものとなりやすい

　　　　　◎議員間討議　…　討議とはある事柄について意見を述べ合うこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　当局を抜きにして議員同士で議論する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○論点・争点を明らかにする　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○合意形成を図る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○どこまで合意できる、できないのか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→合意⇒修正案・付帯意見等へ可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→合意ならず⇒討論～表決へ
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○　議員間討議の具体例

平成26年６月定例会

・予算決算委員会において

　　⇒　事業名；北会津地区認定こども園整備事業費

　１．質疑

　　⇒　認定子ども園の整備内容、規模、定員の考え方、これまでの取り組み、地域住民との合意形

　　　成などを質疑

　２.委員間討議

　　⇒　論点の提案　…　①執行機関の住民への説明手法はどうだったのか

　　　　　　　　　　　　②住民との合意形成のあり方に不備はなかったのか

　　⇒　賛同者あり　…　委員間討議へ

　　⇒　論点提案者より改めて当該案件に対する論点と自身の意見を発言

　　⇒　各委員から論点について自由に発言

　　⇒　一定の論点について委員会における争点などを確認

　　　　合意形成できた部分を確認

　　⇒　さらに深く論点が形成される場合もあり

　　　　（過去に財政調整基金のあり方について⇒本を参照）　

　　⇒　付帯意見、要望的意見をつける場合もある

※参考

論点①  執行機関の説明手法  についての意見  

○執行機関が、住民説明に意を用いて取り組んできたことは、説明会の開催回数などから把握するこ

とができ、一定の評価をすべきと考える。

●懇談会の運営については課題があったと認識するものであり、現に区長会連絡協議会が請願の提出

に至ったという事実は、重く受け止めなければならない。

●ワークショップなど住民の意見を効果的に聴取する手法があり、執行機関はその他の事業を推進す

るに当たって活用してきた実績もある。この度の説明においても活用が図られるべきであったと考え、

その手法に問題があったと指摘せざるを得ない。

論点②合意形成のあり方  についての意見  

○進め方に問題があったことは確かであるが、多くの住民から早期の開園を望む声があったというこ

とを認識しなくてはならない。

●政策・施策を意思決定していく際、結果だけでなくプロセスが非常に重要である。北会津地区認定

こども園整備事業における住民との合意形成のあり方については、課題があった。

●認定こども園の整備のあり方について考えるとき、最も重要なことは、子供たちの保育と教育、子

育ての充実という本来の目的のために、望ましい方策は何かということである。懇談会が整備に係る

統合や運営の説明に終始してしまい、本質的な協議ができなかったことについては問題があったと指

摘せざるを得ない。また、あらかじめ中長期の展望や計画性を持って、時間をかけて協議調整を行っ

ていくことが必要であり、住民と問題・課題を共有し、目的を実現することができる方策について議

論し、合意形成に努めていく必要があった。

委員間討議を踏まえ委員会として確認された合意点

○北会津地区認定こども園整備事業については、住民との合意形成に課題があったと認識するもので

あり、区長会連絡協議会より請願がだされたことは、重く受け止めなければならない。今後、当該認

定こども園の整備を進めるにあたっては、住民との合意形成に十分意を用いるべきである。

　今後その他の事業を推進する上でも、住民意見の聴取方法や懇談会の運営方法を十分検討してほし

い。
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